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議案第４８号

鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県手数料徴収条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議

会の議決を求める。

　　平成29年２月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例

　鳥取県手数料徴収条例（平成12年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前
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（手数料の徴収）

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号の事務に応

じて別に定める期限までに、当該各号に定める額の手数料を徴

収する。

　（１）～（315の４）　略

　（315の５）　都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律

第84号。以下「低炭素化促進法」という。）第54条第１項の

規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定　次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額（同条第２項の規定により建

築基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合す

るかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額

に鳥取県建築基準法施行条例別表第３の１の項に定める金額

を加算した額）

　　ア　略

　　　（ア）・（イ）　略

　（ウ）　住宅の用に供する部分以外の部分（以下「非住宅部

分」という。）　次の表の左欄に掲げる非住宅部分の床面

積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

（手数料の徴収）

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号の事務に応

じて別に定める期限までに、当該各号に定める額の手数料を徴

収する。

　（１）～（315の４）　略

　（315の５）　都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律

第84号。以下「低炭素化促進法」という。）第54条第１項の

規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定　次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額（同条第２項の規定により建

築基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合す

るかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額

に鳥取県建築基準法施行条例別表第３の１の項に定める金額

を加算した額）

　　ア　略

　　　（ア）・（イ）　略

　（ウ）　住宅の用に供する部分以外の部分（以下「非住宅部

分」という。）　次の表の左欄に掲げる非住宅部分の床面

積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額
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区分

金額

適合証の添付がない

場合

適合証の添付がある

場合

300平方メートル以
下

１件につき224, 000
円

１件につき9, 000円

300平方メートルを
超え、2, 000平方メー
トル以下　　　　　

１件につき358, 000
円

１件につき27, 000円

2, 000平方メートル
を超え、5, 000平方
メートル以下

１件につき509, 000
円

１件につき76, 000円

5, 000平方メートル
を超え、10, 000平方
メートル以下

１件につき623, 000
円

１件につき120, 000
円

区分

金額

適合証の添付がない

場合

適合証の添付がある

場合

300平方メートル以
下

１件につき224, 000
円（簡易な評価方法

として知事が定める

方法によって認定す

る場合（以下この

号、第315号の７か
ら第315号の９まで
及び第315号の11に
おいて「簡易評価法

の場合」という。）

は、82, 000円）

１件につき9, 000円

300平方メートルを
超え、2, 000平方メー
トル以下　　　　　

１件につき358, 000
円（簡易評価法の場

合は、139, 000円）

１件につき27, 000円

2, 000平方メートル
を超え、5, 000平方
メートル以下

１件につき509, 000
円（簡易評価法の場

合は、224, 000円）

１件につき76, 000円

5, 000平方メートル
を超え、10, 000平方
メートル以下

１件につき623, 000
円（簡易評価法の場

合は、292, 000円）

１件につき120, 000
円
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10, 000平方メートル
を超え、25, 000平方
メートル以下

１件につき737, 000
円

１件につき153, 000
円

25, 000平方メートル
超

１件につき841, 000
円

１件につき190, 000
円

　　イ～エ　略

　（315の６）　略

　

10, 000平方メートル
を超え、25, 000平方
メートル以下

１件につき737, 000
円（簡易評価法の場

合は、352, 000円）

１件につき153, 000
円

25, 000平方メートル
超

１件につき841, 000
円（簡易評価法の場

合は、413, 000円）

１件につき190, 000
円

　　イ～エ　略

　（315の６）　略

　（315の７）　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。）

第12条第１項又は第13条第２項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合

性判定　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　ア　工場等（工場その他知事が定める建築物をいう。以下こ

の号及び次号において同じ。）でない非住宅部分及び工場

等である非住宅部分を有する建築物の新築に係るもの　次

の（ア）及び（イ）に定める額を合計した額

　（ア）　次の表の左欄に掲げる工場等でない非住宅部分の床

面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額
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区分 金額

１　300平方メートル未満

２　300平方メートル以上、
2, 000平方メートル未満
３　2, 000平方メートル以上、
5, 000平方メートル未満
４　5, 000平方メートル以上、
10, 000平方メートル未満

５　10, 000平方メートル以上、
25, 000平方メートル未満

６　25, 000平方メートル以上

１件につき214, 000円（簡易評
価法の場合は、82, 000円）
１件につき346, 000円（簡易評
価法の場合は、137, 000円）
１件につき493, 000円（簡易評
価法の場合は、222, 000円）
１件につき608, 000円（簡易評
価法の場合は、290, 000円）
１件につき718, 000円（簡易評
価法の場合は、348, 000円）
１件につき820, 000円（簡易評
価法の場合は、409, 000円）

　（イ）　次の表の左欄に掲げる工場等である非住宅部分の床

面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分 金額

１　300平方メートル未満

２　300平方メートル以上、
2, 000平方メートル未満
３　2, 000平方メートル以上、
5, 000平方メートル未満

１件につき21, 000円（簡易評価
法の場合は、18, 000円）
１件につき40, 000円（簡易評価
法の場合は、35, 000円）
１件につき96, 000円（簡易評価
法の場合は、89, 000円）
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４　5, 000平方メートル以上、
10, 000平方メートル未満

５　10, 000平方メートル以上、
25, 000平方メートル未満

６　25, 000平方メートル以上

１件につき141, 000円（簡易評
価法の場合は、134, 000円）
１件につき175, 000円（簡易評
価法の場合は、167, 000円）
１件につき216, 000円（簡易評
価法の場合は、207, 000円）

　イ　工場等でない非住宅部分を有する建築物の新築に係るも

の（アに掲げるものを除く。）　アの（ア）に定める額

　ウ　工場等である非住宅部分を有する建築物の新築に係るも

の（アに掲げるものを除く。）　アの（イ）に定める額

　エ　建築物の非住宅部分の増築又は改築に係るもの　次に掲

げる区分に応じ、それぞれに定める額

　（ア）　工場等でない非住宅部分及び工場等である非住宅部

分の増築又は改築に係るもの　次のａ及びｂに定める額

を合計した額

　ａ　アの（ア）の表の左欄に掲げる知事が定める方法に

よって算定した工場等でない非住宅部分の判定すべき

面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

　ｂ　アの（イ）の表の左欄に掲げる知事が定める方法に

よって算定した工場等である非住宅部分の判定すべき
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面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

　（イ）　工場等でない非住宅部分の増築又は改築に係るもの

（（ア）に掲げるものを除く。）　（ア）のａに定める額

　（ウ）　工場等である非住宅部分の増築又は改築に係るもの

（（ア）に掲げるものを除く。）　（ア）のｂに定める額

　（315の８）　建築物省エネ法第12条第２項又は第13条第３項の規

定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る

建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物省エネ法第

12条第２項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付　次に掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める額

　ア　工場等でない非住宅部分及び工場等である非住宅部分を

有する建築物に係るもの　次の（ア）及び（イ）に定める額を

合計した額

　（ア）　前号アの（ア）の表の左欄に掲げる変更後の工場等で

ない非住宅部分（増加する部分を除く。）の床面積に２

分の１を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する工場

等でない非住宅部分の床面積を加えた面積の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める額
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　（315の７）　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。）

第30条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額（同

条第２項の規定により建築基準法第６条第１項に規定する建

築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出

があった場合は、その額に鳥取県建築基準法施行条例別表第

３の１の項に定める金額を加算した額）

　　ア　略

　　　（ア）　略

　（イ）　前号アの（イ）の表の左欄に掲げる変更後の工場等で

ある非住宅部分（増加する部分を除く。）の床面積に２

分の１を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する工場

等である非住宅部分の床面積を加えた面積の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める額

　イ　工場等でない非住宅部分を有する建築物に係るもの（ア

に掲げるものを除く。）　アの（ア）に定める額

　ウ　工場等である非住宅部分を有する建築物に係るもの（ア

に掲げるものを除く。）　アの（イ）に定める額

　（315の９）　建築物省エネ法第30条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定　次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める額（同条第２項の規定により建築基準法第

６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうか

の審査を受けるよう申出があった場合は、その額に鳥取県建

築基準法施行条例別表第３の１の項に定める金額を加算した

額）

　　ア　略

　　　（ア）　略
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　（イ）　次の表の左欄に掲げる非住宅部分の床面積の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

適合証の添付がない

場合

適合証の添付がある

場合

１　300平方メート
ル未満

２～６

１件につき208, 000
円（簡易な評価方法

として知事が定める

方法によって認定す

る場合（以下この号

及び第315号の９に
おいて「簡易評価法

の場合」という。）

は、80, 000円）
　略

１件につき9, 000円

　略

　　イ・ウ　略

　（315の８）　略

　（315の９）　略

　（316）～（328）　略

２　略

　（イ）　次の表の左欄に掲げる非住宅部分の床面積の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

適合証の添付がない

場合

適合証の添付がある

場合

１　300平方メート
ル未満

２～６

１件につき208, 000
円（簡易評価法の場

合は、80, 000円）

　略

１件につき9, 000円

　略

　　イ・ウ　略

　（315の10）　略

　（315の11）　略

　（316）～（328）　略

２　略
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　　　附　則

　この条例は、平成29年４月１日から施行する。


